
 

 

別表 入所順位の評価基準（３(１)関係） 

  １ 要介護度 

要介護５ ４０点 
 

要介護４ ３５点 

要介護３ ３０点 

要介護２ ２０点 

要介護１ １０点 
 

  ２ 家族等の状況 

 身寄りがない若しくは家族等がいても疎遠であるなど介護する者
がいない ４０点 

 

  家族等はいるが、地理的に離れている若しくは病院等に長期入 
院中などの状況により、事実上介護が不能 ３５点 

  介護する者はいるが、要介護状態、病気療養中、障害を有するなど 
  の状況にあり、十分な介護が困難 ３０点 

  介護する者はいるが、要支援状態、高齢等の状況にあり、十分な介 
  護が困難 ２５点 

  介護する者はいるが、複数の介護や育児を行っているなど、十分な 
  介護が困難 ２０点 

  介護する者はいるが、就業しているため、十分な介護が困難 ２０点 

  ３ 特記事項 

   特に施設入所を考慮すべき状況が認められる場合は、各施設の委 

 員会の判断により、その状況に応じて点数を加算することができる。 

 (例) 

  ① 自傷行為、不潔行為、常時の徘徊など、在宅生活が困難と認め 

    られる認知症状による問題行動がある場合 

  ② 膀胱留置カテーテル、経管栄養、酸素療法等の医療的処置が必 

   要な場合 

  ③ 住居環境(廊下、階段、便所、浴室等の住宅改修が困難)が介

護に適さない場合 

  ④ 介護保険による居宅サービス(訪問介護、通所介護等)を利用

しても在宅生活が困難と認められる場合 

   介護老人保健施設や病院等に入所(入院)しており、退所(退院) 

  後も在宅生活が困難と認められる場合 

 ⑤ 入所待機期間が長期となっている場合 

⑥ 施設が所在する市町村若しくは近隣市町村に入所希望者又は

家族等が居住している場合 

 

合計で２０ 

点を限度と 

する 

 

 


